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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

■監査結果報告書（定期監査）  

第７ 監査の結果 

【是正又は改善が必要である事項】 

 

〈都市計画課〉 〈都市計画課〉 

１ 補助金交付に係る事務処理について 

補助金交付申請書のうち申請者が記載すべき

事項が空欄のまま受領しているもの、申請書の大

半が鉛筆書きとなっているもの、補助金交付申請

時及び実績報告時に添付すべき書類の添付がな

いもの等が散見された。 

適正な事務処理をされたい。また、添付書類に

係る例規の規定が実情に即していないのであれ

ば、例規の整備について検討されたい。 

 

 

指摘後、補助金交付申請書のうち申請者が記載

すべき事項の全ての欄に必要事項を記載させ、鉛

筆書きは不可とするよう事務処理を改めた。ま

た、契約書等の添付すべき書類の不足について

は、取得できる書類は全て添付させるよう事務処

理を改めた。 

なお、契約金額が少額のため口頭による契約を

行っている場合など、やむを得ず契約書等が添付

できない場合は、決定書にその旨を記載するよう

に事務処理を改めた。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 例規の整備については、実情との隔たりを精査

したうえで、令和４年度中に行う。 

 

２ 契約保証金に係る規定を契約書に明記しな

い場合の決定書への理由付記について 

契約保証金に係る規定を明記していない土地

賃貸借契約の契約締結の決定書に、契約保証金に

係る規定を契約書に明記しない根拠等が記載さ

れていなかった。 

管財契約課が示している「契約保証金に係る事

務の手引き」では、契約の性格から相手方が主体

性を持つ不動産賃貸借契約については、契約書に

契約保証金に係る規定を明記しないこともでき

るが、契約書に契約保証金に係る規定を明記しな

い根拠等を明確にし、決定書に記載することとさ

れている。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 指摘後、契約の性格から相手方が主体性を持つ

不動産賃貸借契約については、「契約保証金に係

る事務の手引き」に基づき、契約書に契約保証金

に係る規定を明記しない場合は、その根拠等を明

確にし、決定書に記載するよう事務処理を改め

た。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

  

 

 

 

３ 公有財産の目的外使用許可について 

普通財産となっている地区計画菜園内の電柱

類に対し地方自治法第238条の４第７項の規定に

よる目的外使用許可がなされていた。 

同項に規定する目的外使用許可は、行政財産に

 

 令和４年４月１日付で電柱類を設置する九州

電力送配電株式会社福岡西配電事務所と土地

の賃貸借契約を締結した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

対して行うものであり、普通財産に対して行うこ

とはできない。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

〈建設課〉 〈建設課〉 

１ 契約保証金に係る規定等を契約書に明記し

ない場合の決定書への理由付記について 

契約保証金に係る規定及び暴力団排除に係る

規定を明記していない土地賃貸借契約の契約締

結の決定書に、これらの規定を契約書に明記しな

い根拠等が記載されていなかった。   

管財契約課が示している「契約保証金に係る事

務の手引き」では、契約の性格から相手方が主体

性を持つ不動産賃貸借契約については、契約書に

契約保証金に係る規定を明記しないこともでき

るが、契約書に契約保証金に係る規定を明記しな

い根拠等を明確にし、決定書に記載することとさ

れている。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

契約書様式については、九州旅客鉄道株式会社

の指定様式によるものとしていたため、令和４年

３月に九州旅客鉄道株式会社と条文追加の協議

を行った。その結果、契約書に条文を追加するこ

とができなかったため、令和４年度は、「契約保

証金に係る事務の手引き」に基づき、契約書に契

約保証金に係る規定を明記しない根拠等を明確

にし、決定書にその旨を記載した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

 

２ 長期継続契約の必須規定について 

契約期間が３年間の長期継続契約である土地

賃貸借契約に条件付き解除の条項が設けられて

いなかった。 

長期継続契約は債務負担行為を要しないが、契

約書に翌年度以降において予算の減額又は削除

があった場合は契約を解除する旨の条項を設け

るべきである。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

契約書様式については、九州旅客鉄道株式会社

の指定様式によるものとしていたため、令和４年

３月に九州旅客株式会社と条文追加の協議を行

った。その結果、条文を追加することができるこ

とになったため、令和４年度の契約書に条件付き

解除の条項を設け、契約を締結した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

３ 賃貸借契約の専決区分について 

契約期間が３年間の長期継続契約である土地

賃貸借契約の締結の決定が課長決定によりなさ

れていた。 

糸島市職務執行基本規則別表第５によれば、賃

貸借期間が１年を超えるものについては市長の

決定となる。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 令和４年度の契約からは、賃貸借期間が１年を

超えるものについては、市長の決定を受けた。 

今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

４ 道路占用料の算定について 

占用物件の占用期間が11か月で算定されてい

る事案の許可日が確認できなかったため説明を

求めたところ、許可日は申請者が警察協議の回答

書を持参した令和３年６月２日になるとのこと

であった。 

糸島市道路占用に関する条例の規定上、年額で

定められている占用料を11か月で算定するには

５月中に許可がなされていることが必要である。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

指摘後再度、当該事案の許可日を確認したとこ

ろ、令和３年５月11日であった。 

今後は、許可日を明確にしておくよう課内で徹

底を図った。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

 

５ 印紙受払簿の記載について 

監査実施日時点において１万円分の収入印紙

の受入れの記載漏れが生じていた。 

収入印紙についても金券であるとの認識を持

ち、適正な事務処理をされたい。 

 

 

令和４年度から、印紙受け入れの際は、記入簿

に課長印の押印を行うこととした。また、年度末

には残枚数確認を行い、事務の遺漏のないことを

確認するよう課内で徹底し、管理方法を改めた。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

 

〈施設管理課〉 〈都市施設課〉 

１ 賃貸借契約の専決区分について 

契約期間が３年間の長期継続契約である土地

賃貸借契約の締結の決定が課長決定によりなさ

れていた。 

糸島市職務執行基本規則別表第５によれば、賃

貸借期間が１年を超えるものについては市長の

決定となる。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

指摘後、賃貸借期間が１年を超えるものについ

ては、改めて市長の決定を受けた。 

賃貸借契約については、契約金額と契約期間に

より専決区分が変わることを課内で徹底を図っ

た。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

 

２ 随意契約による委託業務の再委託に関する

規定について 

業務委託契約において、同業他者では部品調達

等の対応が不可能との理由により、地方自治法施

行令第167条の２第１項第２号を根拠に随意契約

を締結しているが、当該契約書の再委託を禁止し

た条項のただし書には、「あらかじめ発注者の承

諾を得た場合は、この限りではない。」と定めて

いた。 

同業他者が対応不可能な委託業務を、再委託す

ることは不可能ではないかと思われる。 

 

 

 令和４年度の契約から、当該ただし書規定を削

除した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

再委託の禁止に関する規定中のただし書規定

の必要性について検討されたい。 

 

３ 要綱制定の決定区分について 

糸島市保存樹の援助に関する要綱が部長決定

により制定されていた。 

要綱の制定は、糸島市職務執行基本規則別表第

５の専決事項のいずれにも該当しないため市長

の決定が必要ではないかと思われる。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

指摘後、糸島市保存樹の援助に関する要綱につ

いては、改めて市長の決定を受けた。また、要綱

の制定は、糸島市職務執行基本規則別表第５の専

決事項のいずれにも該当しないため市長の決定

になることを課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

４ 公有財産の目的外使用許可について 

(1) 使用料の算定について 

自動販売機の使用料を糸島市行政財産の使用

に関する条例第３条第２項の規定により算定し

ていたが、１平方メートル未満の面積を１平方メ

ートルに切り上げて算定していた。 

同項の規定では面積を切り上げることはでき

ないと思われる。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

令和４年度からは、端数処理を行わず、申請面

積で算定するよう事務処理を改めた。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

(2) １年を超える行政財産使用許可について 

電柱類及び郵便ポストの目的外使用許可申請

に対し、課長決定により５年間の使用許可がされ

ていた。 

糸島市会計事務規則第79条第２項では、使用許

可期間は１年を超えることができないとされ、同

項ただし書では「市長が特別の事情があると認め

るときは、この限りでない。」とされていること

から、５年間の許可期間とするのであれば市長の

決定が必要である。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

指摘後、改めて市長の決定を受けた。また、１

年を超える使用期間を許可する場合、市長の決定

が必要であることを課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

(3) 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、不服申立ての根拠規定が誤っており、

教示文の内容も平成28年4月施行の行政不服審査

法改正前の文言となっていた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

 

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

行政財産使用許可書を交付する段階における

当該許可を取り消した場合の不服申立ての教示

については、令和４年３月 30 日に管財契約課（当

時）から通知された行政財産使用許可書のひな形

に基づき検討を行い、必要ないものと判断した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

■監査結果報告書（定期監査）  

第７ 監査の結果 

【是正又は改善が必要である事項】 

 

〈農業振興課〉 〈農業振興課〉 

１ 利用料金の額の承認手続について 

指定管理者による管理を導入している糸島市

農業公園の指定管理者の指定期間である令和２

年４月１日から令和７年３月31日までの糸島市

農業公園条例第20条第３項に規定する市長によ

る利用料金の額の承認手続が行われていなかっ

た。 

利用料金の承認手続は、指定管理の指定期間ご

とに行うべきであり、前指定管理期間の指定管理

者が同一の場合であっても省略できるものでは

ない。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 指摘後再度、市長による利用料金の額の承認手

続について確認したところ、令和２年３月31日に

承認手続を行っていた。 

 今後は、承認手続を明確にしておくよう課内で

徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

２ 補助対象者の要件について 

糸島市農業経営持続化支援事業補助金交付規

程第２条に規定する補助対象者の要件には、市税

等の滞納がないことは規定されていないが、補助

金交付申請時には、職員が市税等の閲覧をするこ

との承諾書の提出を申請者に求めていた。 

補助対象者の要件とされていない事項を確認

するために、市税等の閲覧の同意を求めることは

適当ではないと思われる。 

適正な事務処理をされたい。また、必要に応じ

例規の整備を検討されたい。 

 

 

令和４年度中に糸島市農業経営持続化支援事

業補助金交付規程を整備する。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

３ 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、不服申立ての根拠規定が誤っていた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

 

 

 

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

行政財産使用許可書を交付する段階における

当該許可を取り消した場合の不服申立ての教示

については、令和４年３月 30 日に管財契約課（当

時）から通知された行政財産使用許可書のひな形

に基づき検討を行い、必要ないものと判断した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

４ 県補助金（繰越明許分）の調定日について 

令和２年度福岡県農業振興対策事業費補助金

の調定が令和３年７月14日付けで行われていた。 

当該補助金については、繰越明許分であるが、

前年度中に交付決定を受けていることから令和

３年４月１日付けで調定する必要がある。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 指摘後、調定日に留意し、事務処理を行うこと

を課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

〈農林水産課〉  

１ 野北漁港駐車場の駐車料金について 

糸島市漁港駐車場条例の規定に基づく駐車料

金の収納に関する事務を委託しているが、契約書

には受託者が駐車料金を収納することができる

時間帯まで明記されておらず、実情として夜間の

駐車料金は徴収していないとのことである。 

同条例の規定では駐車料金は、24時間以内を1

回として料金が設定されているため、夜間のみの

利用であっても駐車料金は発生するのではない

かと思われる。 

駐車場利用者の駐車料金負担の公平性を確保

する観点からも駐車料金が発生する時間帯を明

らかにされ、対応を検討されたい。 

 

〈水産林務課〉 

夜間の料金徴収については、令和４年度中に駐

車場管理業務受託者の糸島漁業協同組合と徴収

体制構築について協議する。また、その結果によ

り料金が発生する時間帯を区分するなどの対応

を検討する。 

 

２ 補助金交付事務について 

糸島市志摩土地改良区補助金、糸島市二丈土地

改良区補助金及び水産業の振興に係る糸島市地

域おこし協力隊起業支援補助金について、それぞ

れの補助金交付事務の根拠となっている糸島市

補助金等交付規則及び水産業の振興に係る糸島

市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱に

規定されている補助金の額の確定通知が補助事

業者に通知されていなかった。 

適正な事務処理をされたい。 

 

〈水産林務課・農地政策課〉 

指摘後、各補助金事業の要綱に従い、補助金の

額の確定通知を補助事業者に通知するよう課内

で徹底を図った。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

３ 要綱改正の決定区分について 

糸島市新型コロナウイルス感染症対策漁業者

経営経費支援事業補助金交付要綱及び糸島市新

型コロナウイルス感染症対策農林漁業者経営継

続支援事業補助金交付要綱が市長決定により制

〈水産林務課〉 

両要綱の改正は専決事項のいずれにも該当し

ない項目であるため、令和４年度からは、当該要

綱の改正は、市長の決定とするよう課内で徹底を

図った。 
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定されていたが、両要綱の改正は部長決定となっ

ていた。 

要綱の改正は、糸島市職務執行基本規則別表第

５の専決事項のいずれにも該当しないため市長

の決定が必要ではないかと思われる。 

適正な事務処理をされたい。 

 

今後は、適正な事務処理を行う。 

４ 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、不服申立ての根拠規定が誤っており、

教示文の内容も平成28年4月施行の行政不服審査

法改正前の文言となっていた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

 

〈水産林務課〉 

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

行政財産使用許可書を交付する段階における

当該許可を取り消した場合の不服申立ての教示

については、令和４年３月 30 日に管財契約課（当

時）から通知された行政財産使用許可書のひな形

に基づき検討を行い、必要ないものと判断した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

〈商工観光課〉  

１ 糸島市ワークプラザの管理運営について 

糸島市ワークプラザは指定管理者による管理

を導入している施設であるが、糸島市ワークプラ

ザ条例第14条では、ワークプラザを使用しようと

する者は市長の許可を受けなければならないと

されている。 

市長の許可が想定される事項について説明を

求めたところ、国県等の高齢者等の雇用に関する

学習会などをワークプラザで行う場合が想定さ

れるが、これまで利用実績はないとのことであっ

た。 

指定管理者制度は使用許可権限も含めた管理

権限を委任できる制度であることから、施設の効

果的、効率的な管理運営を実現する観点から指定

管理者に使用許可権限を付与するかどうか検討

されたい。併せて、施設の設置目的を実現するた

めの活発な利用がなされるよう周知されたい。 

 

〈商工振興課〉 

現在の指定管理協定は、現条例に基づき締結

し、運用しているため、次期の指定管理期間から

指定管理者に使用許可権限を付与できるよう、条

例改正を検討する。 

施設の設置目的である「高齢者の働く拠点」「コ

ミュニケーションの場の提供」「高齢者の福祉の

増進」のため、施設の利用を促進する記事を令和

４年４月15日に市ホームページに掲載し、周知を

行った。 

２ 随意契約の理由について 

土地賃貸借契約について、契約締結の決定書で

〈ブランド政策課〉 

土地賃貸借契約締結の決定書について、随意契
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は、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

を適用する随意契約とされていたが、その理由が

記載されていないものが複数見受けられた。 

随意契約は、競争の方法によらない例外的な契

約方法であり、その根拠を具体的に明らかにする

必要がある。 

適正な事務処理をされたい。 

 

約の理由に記載漏れがあったため、令和４年度以

降は、記載漏れが発生しないよう課内で徹底を図

った。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

３ 契約保証金に係る規定を契約書に明記しな

い場合の決定書への理由付記について 

契約保証金に係る規定を明記していない土地

賃貸借契約の契約締結の決定書に、契約保証金に

係る規定を契約書に明記しない根拠等が記載さ

れていなかった。  

管財契約課が示している「契約保証金に係る事

務の手引き」では、契約の性格から相手方が主体

性を持つ不動産賃貸借契約については、契約書に

契約保証金に係る規定を明記しないこともでき

るが、契約書に契約保証金に係る規定を明記しな

い根拠等を明確にし、決定書に記載することとさ

れている。 

適正な事務処理をされたい。 

 

〈ブランド政策課〉 

 

 指摘後、契約の性格から相手方が主体性を持つ

不動産賃貸借契約については、「契約保証金に係

る事務の手引き」に基づき、契約書に契約保証金

に係る規定を明記しない場合は、その根拠等を明

確にし、決定書に記載するよう事務処理を改め

た。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

４ 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、審査請求期間が平成28年4月施行の行

政不服審査法改正前の期間となっていた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

 

〈ブランド政策課〉 

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

行政財産使用許可書を交付する段階における

当該許可を取り消した場合の不服申立ての教示

については、令和４年３月 30 日に管財契約課（当

時）から通知された行政財産使用許可書のひな形

に基づき検討を行い、必要ないものと判断した。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 
 



令和３年度監査結果報告書（定期監査）に基づく改善策及び顛末 

 10

指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

■監査結果報告書（定期監査）  

第７ 監査の結果 

【是正又は改善が必要である事項】 

 

〈福祉支援課〉 〈地域福祉課〉 

１ 単価契約に係る契約保証金免除の根拠につ

いて 

重度身体障害者訪問入浴サービス事業委託契

約は、単価契約となっており、当該契約締結の決

定書において積算額が300万円を超える金額とな

っていたが、糸島市契約事務規則第24条第７号を

根拠として契約保証金を免除していた。 

単価契約については、積算額又は予算額をもっ

て契約金額と考え、契約保証金免除の適用条項を

判断すべきと思われる。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

今後、単価契約については、積算額又は予算額

をもって契約金額と考え、契約保証金免除の適用

条項を判断するよう課内で徹底を図った。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

なお、令和４年度の契約に際しては、積算額を

前年度、前々年度の２か年の実績に基づき算出し

た結果、300万円未満となることから、糸島市契

約事務規則第24条第７号を根拠として契約保証

金を免除した。 

 

２ 糸島市地域活動支援センターについて 

前回の定期監査において、施設の設置目的及び

公的関与の必要性を十分に考慮した上で、当該施

設の管理運営の方法について検討を求めていた

が、状況に大きな変化はない。 

また、施設の休館日等についても、糸島市地域

活動支援センター条例施行規則第２条に規定す

る休館日及び第３条に規定する利用時間のとお

りに運営がなされていない状況となっている。 

公の施設としての糸島市地域活動支援センタ

ーの設置趣旨に鑑み、当該施設の管理運営方法に

ついて再度検討されたい。 

 

 

指摘を受け、当該施設の管理運営方法について

再度検討を開始し、当該施設の設置目的や事業内

容等を踏まえ、適切に事業運営ができると認めら

れる法人等に事業の全部又は一部を業務委託す

る手法を令和５年度から実施できるよう検討中

である。 

休館日及び利用時間についても、業務委託の条

件整備の中で検討を行う。 

〈子ども課〉  

１ 放課後児童クラブの名称等について 

糸島市放課後児童クラブ条例に規定されてい

る児童クラブの名称及び位置が、指定管理者との

協定書に規定されている児童クラブの名称及び

所在地と異なっていることから説明を求めたと

ころ、１住所に１児童クラブを原則としている

が、小学校の教室を借りている場合等もあり条例

と食い違う部分が生じているとのことであった。 

条例に規定する公の施設の名称等と指定管理

〈子ども課〉 

令和４年３月定例会において、糸島市放課後児

童クラブ条例の一部改正を行うとともに同条例

施行規則の一部改正を行い、放課後児童クラブの

名称等の整理を行った。これにより、条例に規定

する放課後児童クラブの名称等と指定管理者と

の協定書に規定する放課後児童クラブの名称等

は一致した。 
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者が管理する公の施設の名称等は本来一致すべ

きものであることから条例及び協定書に規定す

べき放課後児童クラブの名称等について整理さ

れたい。 

 

２ 子育て支援センターについて 

前回の定期監査において、糸島市子育て支援セ

ンター条例に規定されていない交流プラザ二丈

館及び交流プラザ志摩館内に設置している施設

についても、計画等において常設の子育て支援セ

ンターとして位置づけ、事業を実施していること

から、例規の整備についての検討を求めていたこ

とについて説明を求めたところ、令和２年度から

子育て世代包括支援センターを開設したことに

伴い、職員の常駐体制が困難となっていること等

から条例改正を見送ったとの説明であった。 

地方自治法第244条第１項に規定する公の施設

とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利

用に供するための施設とされており、物的施設を

中心とする概念であり、人的体制は必ずしもその

要素とはされていない。 

子育て支援センターとして市民に周知されて

いる交流プラザ二丈館及び交流プラザ志摩館内

の施設を公の施設として例規上位置づける必要

性について再度検討されたい。 

 

〈子育て支援課〉 

令和４年３月定例会において、糸島市子育て支

援センター条例の一部改正を行い、交流プラザ二

丈館及び交流プラザ志摩館内の施設について、公

の施設として例規上位置づける整理を行った。 

〈人権・男女共同参画推進課〉 〈人権・男女共同参画推進課〉 

１ 住宅新築資金等貸付事業基金について 

糸島市住宅新築資金等貸付事業基金条例第６

条では、基金は地方債の償還財源に充てる場合に

限り処分することができるとされている。 

住宅新築資金等貸付事業債の償還は令和３年

度で終了することとなっており、償還終了時には

基金の設置意義が失われるのではないかと考え

られる。 

今後の基金の取扱い方針について早急に検討

されたい。 

 

 

当該基金については、貸付事業の償還の推進に

要する経費や償還推進助成事業に係る補助金を

国に返還する場合の財源として存続が必要なた

め、令和４年３月定例会において、上記の場合に

対応できるよう当該基金条例の処分目的を改正

した。 

２ 契約保証金を免除する場合の根拠について  
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糸島市人権センター清掃業務委託契約の契約

金額は336万6千円となっているが、糸島市契約事

務規則第24条第７号を根拠として契約保証金を

免除しており、決定書には同号を適用する詳細の

理由の記載がなかった。 

管財契約課が示している「契約保証金に係る事

務の手引き」では、契約金額が300万円以上の施

設維持管理及び保守に係る契約のうち、契約案件

を誠実に履行できると見込まれる契約のときは、

発注担当課にて過去の履行実績や現在の経営状

況等を総合的に判断し、決定書にその理由を明記

したものに限り同条第７号の適用が可能とされ

ている。 

適正な事務処理されたい。 

 

指摘後、契約金額が300万円以上の施設維持管

理及び保守に係る契約で、発注担当課において過

去の履行実績や現在の経営状況等を総合的に判

断し、契約案件を誠実に履行できると見込まれる

ことから、契約事務規則第24条第７号を根拠とし

て契約保証金を免除する場合は、その理由を決定

書に明記するよう、課内で徹底を図った。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

 

３ 補助対象経費の精査について 

糸島市人権・同和教育推進校区事業補助金の交

付申請に対する補助金交付決定において、補助対

象経費以外の経費である予備費を補助対象経費

に含め補助金交付額の算定がされていた。 

申請の内容を精査され、適正な事務処理をされ

たい。 

 

 

当該補助金については、申請書添付の予算には

予備費として計上されていたが、例年、実績報告

においては予備費も含め全ての予算額が事業に

使用されていたため、予備費も補助対象経費に含

めて補助金交付額を算定していた。 

指摘後、予備費は補助対象経費に含めず、申請

内容を精査し、適正に補助金交付額の算定を行う

よう課内で徹底を図った。 

また、申請者に対しては、予備費は補助対象経

費に含めないことを説明し、事業に使用する経費

は適正に予算計上するよう指導することとした。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

 

４ 公有財産の目的外使用許可について 

(1) 行政財産使用料減免の決定区分及び減免額

の根拠について 

糸島市人権センター図書室の行政財産使用料

減免申請に対し、糸島市行政財産の使用に関する

条例第７条第４号の「公益上市長が必要と認める

とき」を適用し、課長決定により半額免除で減免

決定していた。 

減免割合の根拠について説明を求めたところ、

人権センター事業への協力団体であるため以前

 

 指摘後、減免の根拠を調査したところ、更生保

護活動を行うための使用であることから公益上

の必要性を認め、糸島市行政財産の使用に関する

条例第７条第４号の規定に基づいて半額免除で

減免決定していた。 

 また、糸島市行政財産の使用に関する条例第７

条第４号を適用して減免を行う場合は、公益上の

必要性を認める具体的事由を記載し、市長の決定

を受けることを課内で徹底を図った。 
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からの減免割合を採用しているとのことで、半額

免除とした明確な根拠を確認することができな

かった。 

減免割合については合理的な説明ができる根

拠が必要である。また、同条例第７条第４号を適

用する場合は市長の決定が必要である。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

 

(2) 行政財産使用料の算定について 

糸島市人権センター内自動販売機の使用料を

糸島市行政財産の使用に関する条例第４条の規

定により算定していたが、その算定に用いる建物

の評価額が同条例施行規則第３条に規定する評

価額とは異なるものとなっていた。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

令和４年度から、条例施行規則第３条の規定ど

おり市が定める固定資産評価額を用い、使用料を

決定する。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

(3) 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、平成28年4月施行の行政不服審査法改

正前の文言となっていた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

 

 

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

行政財産使用許可書を交付する段階における

当該許可を取り消した場合の不服申立ての教示

については、令和４年３月30日に管財契約課（当

時）から通知された行政財産使用許可書のひな形

に基づき検討を行い、必要ないものと判断した。 

今後は、適正な事務処理を行う。 
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■監査結果報告書（定期監査）  

第７ 監査の結果 

【是正又は改善が必要である事項】 

 

〈危機管理課〉 〈危機管理課〉 

１ 暴力団排除に関する警察照会の取扱いにつ

いて 

今回の定期監査で確認した限りにおいて、各課

で所管する個人に対する補助金の交付要件とし

て、暴力団員等でない者であることを定めている

場合、暴力団員等でないことを確認するため警察

照会を行っている課はわずかであり、大半は暴力

団員等でないことの誓約書の提出を求める対応

となっていた。 

暴力団追放を所管する課として、警察照会が必

要となる場合を明確にされ、全庁統一的な事務が

行われるよう周知されたい。 

 

 

 

 令和４年３月31日に、全課長等に対して、「糸

島市暴力団排除事務処理マニュアル」に基づいた

警察照会に係る基準等を示し、全庁統一的な事務

を行うよう通知文書を発出した。 

 

２ 不服申立ての教示について 

糸島市空き家等の適正管理に関する条例施行

規則において定める様式に不服申立ての教示文

が記載されていたが、平成28年4月施行の行政不

服審査法改正前の文言となっていた。 

例規整備について検討されたい。 

 

 

 令和４年２月24日に糸島市空き家等の適正管

理に関する条例施行規則を改正し、同規則におい

て定める様式の不服申立ての教示文を改めた。 

 

３ ホームページ上の情報について 

危機管理課で所管する事務に関する多数の情

報が市ホームページ上に掲載されていたが、防犯

灯電気料の補助に関し例規と異なる内容となっ

ているもの、飲酒運転撲滅の取組に関し県の制定

当時の条例が掲載されているもの、避難場所に関

し説明が不足していると思われるもの等が見受

けられた。 

市民に分かりやすく、正確な情報を伝える内容

となっているか定期的な確認をされたい。 

 

 

 指摘後、掲載内容を総点検し、修正が必要な箇

所については修正した。 

 また、今後は、少なくとも年に１回以上、総点

検を行うこととした。 

 

４ 補助金交付事務について 

(1) 収受日等について 

補助金交付申請書の収受日が確認できないも

の及び補助金交付申請書に記載のある申請日よ

 

 

 指摘後、補助金交付申請書には収受日が分かる

よう受付印を確実に押印するとともに、交付決定
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りも前の日付で補助金交付の起案がされ、決定ま

でされているものが多数見受けられた。 

適正な事務処理をされたい。 

 

事務を適正に行うよう課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

(2) 補助対象経費の精査について 

糸島市安全安心まちづくり事業補助金の交付

申請に対する補助金交付決定において、申請団体

の予算資料からは補助対象経費が確認できない

にもかかわらず、申請額どおりに補助金交付決定

がなされていた。 

申請の内容を精査され、適正な事務処理をされ

たい。 

 

 

 指摘後、申請団体の予算資料からは補助対象経

費が確認できなかったものについては、補足資料

の提出を求め、改めて補助対象経費を確認した。

また、交付申請の内容を精査した上で交付決定事

務を行うよう課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

(3) 補助金の額の確定通知について 

糸島市補助金等交付規則を根拠とする補助金

について、同規則に規定されている補助金の額の

確定通知が補助事業者に通知されていなかった。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 指摘後、糸島市補助金等交付規則に基づいた事

務処理を行うよう課内で徹底を図った。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

〈総務課〉 〈総務課〉 

１ 支出負担行為の専決権限について 

地方自治法第232条の３では、支出の原因とな

る契約が支出負担行為の代表的なものとして規

定されていることから、糸島市職務執行基本規則

別表第６に規定する支出負担行為の専決区分に

ついて説明を求めたところ、同規則別表第６の支

出負担行為は財務会計上で支出する際の専決区

分を示したもので、契約をする際は、事務の種類

ごとの専決区分を定めた同規則別表第５の専決

区分に従うべきとの見解であった。 

今回の定期監査において各課の契約締結にお

ける専決区分を確認した限りにおいて、契約締結

の決定の際、契約を支出負担行為と捉えて同規則

別表第６の専決区分に従って決定したため、同規

則別表第５で定める専決区分による決定とはな

っていない事例が散見された。 

同規則別表第６の支出負担行為については、財

務会計上の限定的な解釈であることを全庁的に

周知されたい。また、必要に応じ例規整備につい

 

令和３年12月14日に、全課長等に対して、別表

第５は事務の種類ごとの専決事項であり、別表第

６は財務会計上の支出負担行為の専決事項であ

る旨の注意喚起文書を発出した。 

例規整備については、現在の規定が誤りではな

いため、改正は行わないこととした。 
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て検討されたい。 

 

２ 契約保証金に係る規定等を契約書に明記し

ない場合の決定書への理由付記について 

契約保証金に係る規定及び暴力団排除に係る

規定を明記していない総合健診業務委託契約の

契約締結の決定書に、これらの規定を契約書に明

記しない根拠等が記載されていなかった。 

管財契約課が示している「契約保証金に係る事

務の手引き」では、契約の性格から相手方が主体

性を持つ契約については、契約書に契約保証金に

係る規定を明記しないこともできるが、契約書に

契約保証金に係る規定を明記しない根拠等を明

確にし、決定書に記載することとされている。  

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

暴力団排除に係る規定については、以前より契

約書に記載している。 

また、令和４年度の契約から、契約保証金を免

除する根拠を見直すとともに、契約書に契約保証

金に係る規定を明記しない根拠等について決定

書に記載した。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

３ 切手等の在庫確認について 

一部の種類の切手を除き長期間に渡り在庫確

認がなされていない状況が見受けられた。 

切手等についても金券であるとの認識を持ち、

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 指摘後、毎月１回全種類の切手の在庫確認を行

うこととした。 

 今後は、適正な事務処理を行う。 

４ 附属機関該当性の判断基準等について 

今回の定期監査で、各課において要綱等により

委員会等を設けている事例が散見されたため、当

該各課のヒアリングにおいて附属機関該当性の

検討状況について説明を求めたところ、行政運営

上の意見聴取として機能するものであり附属機

関には該当しないとする回答が多かった。しかし

ながら、当該委員会等の設置要綱等においては、

合議体として誤認されるおそれのある委員の定

足数や採決方法について定めているもの、公務員

としての発令行為と誤認されるおそれのある委

員の委嘱行為について定めているもの等が散見

された。 

総務課においては、予算編成事務説明資料とし

て地方自治法第138条の４第３項の規定の提示と

合わせ、執行機関が行う意思決定過程の一部を担

い、執行機関から相当独立性をもって中間的に判

 

令和４年度の予算編成事務説明時に、現在の通

知より詳細な附属機関該当性の判断基準を示す

とともに、各課で制定する要綱等の規定上からも

附属機関と捉えられることのないよう、再度周知

する。 
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断を行う役割を担う組織が附属機関であるとの

一定の見解を示し、各課で設ける委員会等の附属

機関該当性の確認を求められているところであ

るが、地方自治法第138条の４第３項の規定は附

属機関について概括的に定めるのみで、その適用

関係については明確に規定されているものでは

ないため、更に詳細な附属機関該当性の判断基準

を示すとともに、各課で制定する要綱等の規定上

からも附属機関と捉えられることのないよう全

庁的に周知されたい。 

 

〈管財契約課〉  

１ 民法改正に伴う規定の整備について 

契約書に規定すべき事項を定めている糸島市

契約事務規則第21条第２項第６号では「瑕疵担保

責任」と規定しているが、民法改正により「瑕疵

担保責任」という概念は「契約不適合責任」に改

められている。 

例規の整備について検討されたい。 

 

〈財政課〉 

令和４年３月28日に糸島市契約事務規則を改

正し、適切な規定となるよう改めた。 

２ 契約締結時の管財契約課の合議について 

今回の定期監査において、各課が締結した契約

の決定書に管財契約課の合議がないものが見受

けられたため、管財契約課の合議が必要となる契

約について説明を求めたところ、長期継続契約及

び地方自治法施行令第167条の２第２号から第９

号までに規定する随意契約が合議の対象との回

答であった。 

統一した事務が行われるよう全庁的に周知さ

れたい。 

 

〈財政課〉 

合議の対象については、平成26年12月に事務連

絡で周知し、ファイルキャビネットに登録してい

たが、統一した事務が行われるよう、令和３年12

月に改めて全庁的に周知を行った。 

３ 公有財産の目的外使用許可について 

(1) 建物の行政財産使用料の算定について 

市役所本庁舎内の売店等の建物の行政財産使

用料について、糸島市行政財産の使用に関する条

例第４条に規定する建物の使用料の算定方法と

は異なる方法及び同条例施行規則第３条に規定

する評価額とは異なる評価額により算定されて

いた。 

〈公共施設管理課〉 

 

指摘後、公共施設に係る行政財産使用料につい

て、糸島市行政財産の使用に関する条例及び同条

例施行規則に基づいた算定を行う手法を整理し

た。 

 令和５年度から、条例及び規則に定める算定方

法等に従い使用料を算定することとした。 
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条例及び規則に定める算定方法等に従い適正

な事務処理をされたい。 

 

今後は、適正な事務処理を行う。 

(2) その他工作物の行政財産使用料の算定につ

いて 

糸島市行政財産の使用に関する条例第３条第

１項第２号に規定する工作物については、糸島市

道路占用に関する条例の例により使用料を算定

することとされているが、面積の端数処理を行わ

ずに算定されていた。 

条例に定める算定方法に従い適正な事務処理

をされたい。 

 

 

 

令和４年度から、条例に定める算定方法に従い

使用料を算定することとした。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

(3) 一括申請された電柱類の行政財産使用許可

について 

一括申請された電柱類の行政財産使用許可に

ついて、許可対象の財産区分の確認を求めたとこ

ろ、行政財産使用許可を行っているもののうちに

は普通財産が含まれているとのことであった。 

地方自治法第238条の４第７項の規定による目

的外使用許可は、行政財産に対して行うものであ

り、普通財産に対して行うことはできない。 

財産区分を明確にされ適正な事務処理をされ

たい。 

 

 

 

令和４年度から、許可対象の財産区分を明確に

するとともに、許可対象が普通財産である場合は

賃貸借契約を締結することとした。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

(4) 庁舎内壁面広告に係る行政財産使用許可に

ついて 

庁舎内の壁面広告に関する事務については、糸

島市広告掲載事業実施規程に基づき実施されて

いるが、広告を掲載するに当たり行政財産使用許

可が行われていなかった。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

令和４年度から、糸島市広告掲載事業実施規程

に基づく手続と併せて、行政財産使用許可に係る

手続も行うこととした。 

また、令和４年度中に、手続を一本化できるよ

う例規の整備について検討する。 

今後は、適正な事務処理を行う。 

 

(5) 不服申立ての教示について 

行政財産使用許可書において市長が許可を取

り消した場合の不服申立ての教示文が記載され

ていたが、不服申立ての根拠規定が誤っているも

の及び教示文の内容が平成28年4月施行の行政不

  

令和４年度から、行政財産使用許可書の不服申

立ての教示文を適切な記載に改めた。 

また、行政財産使用許可書を交付する段階にお

ける当該許可を取り消した場合の不服申立ての
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服審査法改正前の文言となっているものが見受

けられた。 

適正な事務処理をされたい。併せて、行政財産

使用許可書を交付する段階における当該許可を

取り消した場合の不服申立ての教示の必要性に

ついて検討されたい。 

なお、今回の定期監査において、他課でも同様

の事例が多数見受けられたため、各課で指摘した

ところであるが、今回の定期監査対象課以外の課

でも同じような内容の許可書となっていること

も考えられることから、管財契約課において許可

書のひな形を示すこと等により全庁的に周知さ

れたい。 

教示は必要ないものと判断し、令和４年３月 30

日に、行政財産使用許可書のひな形について全庁

的に周知した。 

 


